
平成２２年度決算に係る連結財務書類４表の分析 

 

１ 社会資本形成の世代間負担比率 

① 社会資本形成の過去及び現世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見る

ことにより、これまでの世代（過去及び現世代）によって既に負担された割

合を見ることができます。 

 

これによると大田原市の社会資本形成の過去及び現世代負担比率は、７２．６％

となり、平均的な値が５０％～９０％とされていることから、大田原市は標準的な値で

あると言えます。 
 

② 社会資本形成の将来世代負担比率 

公共資産に占める地方債残高の割合により、将来返済しなければならない

今後の世代によって負担する割合見ることができます。 

 

これによると大田原市の社会資本形成の将来世代負担比率は、３２．４％となり、

平均的な値が１５％～４０％とされていることから、大田原市は標準的な値であると言

えます。 

 

 

２ 歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストック

である資産は何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。 

 

これによると大田原市の歳入額対資産比率は、３．１となり、平均的な値が３．０～ 

７．０とされていることから、大田原市は標準的な値であると言えます。 

 

 

〈計算式〉 

歳入額対資産比率＝資産合計÷歳入総額 

〈計算式〉 

社会資本形成の将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×１００ 

〈計算式〉 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×１００ 



３ 資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累

計額の割合を計算することにより、耐用年数に比べて償却資産の取得からど

の程度経過しているのかを把握することができます。 

 

これによると大田原市の資産老朽化比率は、３４．８％となり、平均的な値が３５％

～５０％とされていることから、大田原市の有形固定資産は耐用年数に対して経過年

数が比較的短いと言えます。 

 

 

４ 受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、受益者負担の金額であるため、経常収益

の行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を見ることができます。 

 

これによると大田原市の受益者負担比率は、２８．６％となり、行政サービスに要す

るコストの４分の１以上を負担していただいていることが分かります。 

 

 

５ 行政コスト対公共資産比率 

行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、資産を活用するために

どれだけのコストがかけられているか、あるいはどれだけの資産でどれだけ

の行政サービスを提供しているかを見ることができます。 

 

これによると大田原市の行政コスト対公共資産比率は、２８．９％となり、平均的な

値が１０％～３０％とされていることから、大田原市は標準的な値であると言えます。 

 

 

 

〈計算式〉 

行政コスト対公共資産比率（％）＝経常行政コスト÷公共資産×１００ 

〈計算式〉 

受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常行政コスト×１００ 

〈計算式〉 

資産老朽化比率（％）＝ 

減価償却累計額÷（有形固定資産－土地＋減価償却累計額）×１００ 



６ 行政コスト対税収等比率 

純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることで、当年度に行わ

れた行政サービスのコストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対

して、どれだけが当年度の負担で賄われたか見ることができます。 

 

比率が 100％を上回っている場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、あ

るいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したことを表します。 

大田原市の行政コスト対税収等比率は、１１８．３％となり、平均的な値が９０％～１

１０％とされていることから、資産の減少あるいは将来負担が増加したことになります。 

 

 

７ 地方債の償還可能年数 

地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に何年で返済できるかを

表すものであり、借金の多寡や債務返済能力を見ることができます。 

 

これによると大田原市の地方債の償還可能年数は、９．４年となり、平均的な値が３

年～９年とされていることから、近年の臨時財政対策債、合併特例債等の借入により

地方債残高が増えており、償還可能年数が延びていると言えます。 

 

 

〈計算式〉 

地方債の償還可能年数（年）＝ 

地方債残高÷経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く） 

〈計算式〉 

行政コスト対税収等比率（％）＝ 

純経常行政コスト÷（一般財源＋補助金等受入（その他一般財源等の列）×１００ 


